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(57)【要約】
【課題】背側関節置換装置
【解決手段】上方椎骨と下方椎骨の間に画定される椎間
空間に後方配置するための人工関節装置であって、少な
くとも部分的に椎間空間に配置される上方関節部及び少
なくとも部分的に上方関節部の下方の椎間空間に配置さ
れる下方関節部を備え、上方及び下方関節部は上方及び
下方椎骨に対して関節運動を提供するように構成するこ
とができる。上方及び下方関節部はそれぞれ椎間空間の
背中側の位置に配置されるよう構成される背面部を備え
てもよい。上方及び下方関節部のうち一方の背面部には
支柱を備えてもよく、上方及び下方関節部のうち他方の
背面部は関節運動中にこの支柱と連携するよう構成され
る受容部を備えてもよい。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上方及び下方椎骨に関節運動を提供するために上方椎骨と下方椎骨との間に画定される
椎間空間に配置するための人工関節装置であって、
　少なくとも部分的に前記椎間空間に配置されるよう構成する上方関節部と、
　少なくとも部分的に前記上方関節部の下方の前記椎間空間に配置される下方関節部とを
備え、
　前記上方及び前記下方関節部は、前記上方椎骨及び前記下方椎骨に対して関節運動を提
供するように構成され、
　前記上方及び前記下方関節部は、それぞれ、前記椎間空間の背中側の位置に配置される
よう構成される背面部を備え、
　前記上方及び下方関節部のうちの一方の背面部は支柱を備え、
　前記上方及び下方関節部のうちの他方の背面部は、関節運動中に前記支柱と相互作用す
るよう構成される受容部を備える、人工関節装置。
【請求項２】
　前記支柱は、脊柱に沿った方向に延びるように構成される、請求項１に記載の人工関節
装置。
【請求項３】
　前記支柱は、前記上方及び下方関節部の関節運動の範囲を制限する運動停止部を備える
、請求項１に記載の人工関節装置。
【請求項４】
　前記運動停止部は前記支柱の一端にある、請求項３に記載の人工関節装置。
【請求項５】
　前記上方関節部及び下方関節部のそれぞれは、
　前記椎間空間内に配置されるよう構成される椎間板部と、
　前記椎間板部を前記背面部に接続する架橋部と
を備え、
　前記支柱は、前記上方関節部及び前記下方関節部のうちの前記一方の前記架橋部からの
一体的な延長部である、請求項１に記載の人工関節装置。
【請求項６】
　前記支柱は第１端部及び第２端部を備え、
　前記第１端部は前記人工関節装置の中心線から離れる角度に屈曲する、請求項１に記載
の人工関節装置。
【請求項７】
　前記受容部は穴であり、前記支柱は前記穴を貫通して延びる、請求項１に記載の人工関
節装置。
【請求項８】
　前記受容部は、前記上方関節部及び下方関節部のうちの一方の、前記上方関節部及び下
方関節部のうちの他方に対する運動を制限することができるように、前記支柱の少なくと
も２つの側面周辺で延びるよう構成される、請求項１に記載の人工関節装置。
【請求項９】
　前記上方関節部及び下方関節部のそれぞれは、
　前記椎間空間に配置されるように構成される椎間板部と、
　前記椎間板部を前記背面部に接続する架橋部と
を備え、
　前記架橋部は前記装置の関節運動の範囲を制限するように構成される、請求項１に記載
の人工関節装置。
【請求項１０】
　さらに、前記上方関節部の前記下方関節部に対する関節運動を制動するために、前記上
方及び下方関節部のうちの少なくとも１つに伴うバイアス部材を含んでなる、請求項１に
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記載の人工関節装置。
【請求項１１】
　前記バイアス部材は前記上方及び下方関節部のうちの少なくとも１つの背面端部に配置
される、請求項１０に記載の人工関節装置。
【請求項１２】
　前記バイアス部材は、前記支柱の前記受容部に対する動きに抵抗するよう構成される、
請求項１０に記載の人工関節装置。
【請求項１３】
　前記バイアス部材は屈曲及び伸長のいずれの動きも制動するよう構成される、請求項１
０に記載の人工関節装置。
【請求項１４】
　前記バイアス部材は、ばね、エラストマーの環状体、高摩擦素材、及びバンドの少なく
とも１つである、請求項１０に記載の人工関節装置。
【請求項１５】
　抵抗性の部材は前記支柱の周りに配置される、請求項１０に記載の人工関節装置。
【請求項１６】
　さらに、前記上方及び下方関節部の少なくとも１つにおいて、前記上方及び下方椎骨の
少なくとも１つに付着するよう構成される結合具を含んでなる、請求項１に記載の人工関
節装置。
【請求項１７】
　前記結合具は実質的に中心線に沿って位置合わせされるネジである、請求項１６に記載
の人工関節装置。
【請求項１８】
　さらに、前記上方及び下方関節部のうちの少なくとも１つに形成される接続穴を含んで
なる、請求項１に記載の人工関節装置。
【請求項１９】
　前記接続穴は前記上方及び下方関節部の前記少なくとも１つの中心線に位置合わせされ
る、請求項１８に記載の人工関節装置。
【請求項２０】
　前記支柱は、結合具の通過のために、中に開口を形成される、請求項１に記載の人工関
節装置。
【請求項２１】
　上方椎骨と下方椎骨との間に画定される椎間空間に埋植し、前記上方椎骨及び下方椎骨
に関節運動を提供するための人工関節装置であって、
　少なくとも部分的に前記椎間空間に配置されるよう構成される上方関節部と、
　少なくとも部分的に前記上方関節部の下方の前記椎間空間に配置される下方関節部であ
って、前記上方及び下方関節部が前記上方椎骨及び前記下方椎骨に対して関節運動を提供
するように構成される、下方関節部と、
　前記上方関節部及び前記下方関節部のうちの少なくとも１つに伴う少なくとも１つの接
続穴と
を含んでなり、
　前記上方関節部及び前記下方関節部のうちの前記少なくとも１つは縦中心線を画定し、
前記少なくとも１つの接続穴は前記縦中心線に沿って位置合わせされる、人工関節装置。
【請求項２２】
　前記上方及び下方関節部のそれぞれに伴う少なくとも１つの接続穴を含んでなり、前記
上方及び下方関節部は縦中心線を画定し、前記少なくとも１つの接続穴は前記中心線に沿
って位置合わせされる、請求項２１に記載の人工関節装置。
【請求項２３】
　前記上方関節部に伴う前記少なくとも１つの接続穴は、前記下方関節部に伴う前記少な
くとも１つの接続穴から水平にオフセットされる、請求項２２に記載の人工関節装置。
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【請求項２４】
　前記上方及び下方関節部のそれぞれは、
　前記椎間空間に配置されるよう構成される椎間板部と、
　それぞれの上方椎骨又は下方椎骨の後方位置に配置されるよう構成される背面部と
を備える、請求項２１に記載の人工関節装置。
【請求項２５】
　前記上方及び下方関節部のうちの一方の前記背面部は支柱を備え、前記上方及び下方関
節部のうちの他方の前記背面部は関節運動中に前記支柱と相互作用するよう構成される受
容部を備える、請求項２４に記載の人工関節装置。
【請求項２６】
　前記支柱は前記縦中心線に沿って位置合わせされる、請求項２５に記載の人工関節装置
。
【請求項２７】
　前記支柱はその内部に形成される穴を備え、前記穴は前記少なくとも１つの接続穴への
アクセスを提供するよう構成される、請求項２６に記載の人工関節装置。
【請求項２８】
　前記受容部はその内部に形成されるギャップを備え、前記ギャップは前記少なくとも１
つの接続穴へのアクセスを提供するよう構成される、請求項２６に記載の人工関節装置。
【請求項２９】
　前記受容部は前記支柱の周りに部分的に延びる少なくとも１つのアームで形成される、
請求項２６に記載の人工関節装置。
【請求項３０】
　前記受容部は開口により形成される、請求項２６に記載の人工関節装置。
【請求項３１】
　前記少なくとも１つの接続穴は前記支柱の一端に配置される、請求項２６に記載の人工
関節装置。
【請求項３２】
　前記支柱は前記脊椎に沿った方向に延びるよう構成される、請求項２５に記載の人工関
節装置。
【請求項３３】
　前記支柱は前記上方及び下方関節部の関節運動範囲を制限する運動停止部を備える、請
求項２５に記載の人工関節装置。
【請求項３４】
　前記運動停止部は前記支柱の一端にある、請求項３３に記載の人工関節装置。
【請求項３５】
　前記上方及び下方関節部はそれぞれ、前記椎間板部を前記背面部に接続する架橋部を備
え、前記支柱は前記上方関節部及び下方関節部のうちの前記一方の前記架橋部からの一体
的な延長部である、請求項２５に記載の人工関節装置。
【請求項３６】
　前記受容部は、前記支柱の少なくとも２つの側面の周りで延び、前記上方関節部及び下
方関節部の一方の、前記上方関節部及び下方関節部の他方に対する運動を制限するように
構成される、請求項２５に記載の人工関節装置。
【請求項３７】
　前記上方関節部及び下方関節部はそれぞれ、前記椎間板部を前記背面部に接続する架橋
部を備え、前記架橋部は前記装置の関節運動の範囲を制限するように構成される、請求項
２５に記載の人工関節装置。
【請求項３８】
　さらに、前記上方関節部の前記下方関節部に対する関節運動を制動するために、前記上
方及び下方関節部の少なくとも１つに伴うバイアス部材を含んでなる、請求項２１に記載
の人工関節装置。
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【請求項３９】
　さらに、前記上方及び下方関節部の少なくとも１つを、前記上方及び下方椎骨の少なく
とも１つに取り付けるため、前記接続穴と協働するように構成される少なくとも一つの結
合具を含んでなる、請求項２１に記載の人工関節装置。
【請求項４０】
　上方椎骨と下方椎骨との間に画定される椎間空間に配置され、前記上方椎骨及び下方椎
骨に関節運動を提供する関節置換装置であって、
　第１の関節置換装置と、
　第２の関節置換装置を含んでなり、
　前記第１及び第２の関節置換装置はそれぞれ、少なくとも部分的に前記椎間空間に配置
されるように構成される上方関節装置と、
　前記上方関節部の下方の椎間空間に少なくとも部分的に配置されるように構成される下
方関節装置と
を備え、前記上方及び下方関節部は前記上方及び下方椎骨に関節運動を提供するよう構成
され、前記上方及び下方関節装置はそれぞれ中心線及び前記中心線に沿って位置合わせさ
れるネジ受け部を有する、関節置換装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は後方関節置換装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　椎間板関節形成術は、損傷、劣化、又は疾病のある脊椎椎間板の治療法のひとつである
。椎間板関節形成術には、損傷のある関節の椎間板を、何らかの関節運動又は脊椎関節の
動きを許容する運動性を維持している椎間板と置換することを含むものもある。挿入され
た椎間板は患者に対して関節運動を提供する一方、椎間板挿入は侵襲的且つ集中的な処置
でもある。例えば、前方施術には、しばしば大動脈及び大静脈等の臓器の位置替えを必要
とし、細心の注意を払って実施しなければならない。さらに外科部位周辺には瘢痕組織が
発生する場合があるため、２回目の処置が必要な場合はより困難になり、患者にさらに苦
痛を与えうる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　背中側から取り付けてることができる椎間空間挿入型の人工関節装置が必要である。本
願明細書にて開示の後方関節置換装置は、１つまたは複数の従来技術の問題点を解決する
ものである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　例示的な一態様において、本発明は、上方椎骨及び下方椎骨に対して関節運動を提供す
るために、上方椎骨と下方椎骨との間に画定される椎間空間に後方配置するための人工関
節装置を目的とする。この装置は、少なくとも部分的に椎間空間に配置されるよう構成さ
れる上方関節部を備えることができ、また、少なくとも部分的に上方関節部の下方の椎間
空間に配置されるように構成される下方関節部を備えることができる。上方及び下方関節
部は上方及び下方椎骨に対して関節運動を提供するように構成できる。
【０００５】
　一態様において、上方及び下方関節部は、それぞれ、椎間空間の後方位置に配置される
よう構成された背面部を備えてもよい。上方及び下方関節部のうちの一方の背面部は支柱
を備えてもよく、上方及び下方関節部のうちの他方の背面部は、関節運動中にこの支柱と
相互作用するよう構成されたる受容部を備えてもよい。
【０００６】
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　別の態様において、上方及び下方関節部の少なくとも１つに、少なくとも１つの接続穴
を伴ってもよい。上方及び下方関節部の少なくとも１つは縦中心線を画定してもよく、上
記少なくとも１つの接続穴はこの中心線に沿って配列してもよい。
【０００７】
　別の例示的な態様において、本願明細書は、上方及び下方椎骨に関節運動を提供するた
めに上方椎骨と下方椎骨との間に画定される椎間空間に配置するための関節置換装置を開
示する。関節置換装置は第１の関節置換装置及び第２の関節置換装置を備えてもよい。第
１及び第２の関節置換装置のそれぞれは、少なくとも部分的に椎間空間に配置されるよう
に構成されている上方関節装置、及び少なくとも部分的に椎間空間に配置されるように構
成されている下方関節装置を備えてもよい。上方及び下方関節装置は上方及び下方椎骨に
関節運動を提供するよう構成されてもよい。上方及び下方関節装置のそれぞれは中心線及
び中心線に沿ったネジ受け部を有してもよい。
【０００８】
　さらに別の例示的な態様において、本願明細書は、上方及び下方椎骨に関節運動を提供
するために上方椎骨と下方椎骨との間に画定される椎間空間に配置するための関節置換装
置を開示する。関節置換装置は、少なくとも部分的に椎間板空間内に埋植されるように構
成される第１の関節置換装置、及び第１の関節置換装置に隣接して少なくとも部分的に椎
間板空間内に埋植されるよう構成される第２の関節置換装置を備えてもよい。第１及び第
２の関節置換装置は、それぞれが椎間板空間の右側又は左側のいずれかに埋植しうるよう
に実質的に同一でもよい。
【０００９】
　いくつかの例示的な態様において、本願明細書に開示の関節置換装置は、以下の従来の
特許出願に開示の１つ以上の特徴を含んでもよく、参照によりそれらの全体を本願明細書
に援用するものとする。
　米国特許出願第１１／０３１６０２号、２００５年１月７日出願、発明の名称「背骨関
節形成術装置、及び方法」；
　米国特許出願第１１／０３１６０３号、２００５年１月７日出願、発明の名称「２重関
節式背骨装置、及び方法」；
　米国特許出願第１１／０３１７８０号、２００５年１月７日出願、発明の名称「分割式
背骨装置、及び方法」；
　米国特許出願第１１／０３１９０４号、２００５年１月７日出願、発明の名称「相互接
続式背骨装置、及び方法」；
　米国特許出願第１１／０３１７００号、２００５年１月７日出願、発明の名称「支持構
造装置、及び方法」；
　米国特許出願第１１／０３１７８３号、２００５年１月７日出願、発明の名称「可動支
持面式背骨装置、及び方法」；
　米国特許出願第１１／０３１７８１号、２００５年１月７日出願、発明の名称「中央関
節式背骨装置、及び方法」；及び、
　米国特許出願第１１／０３１９０３号、２００５年１月７日出願、発明の名称「背面式
背骨装置、及び方法」。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明は一般的に椎骨再建装置に関し、より具体的には埋植用の椎間人工関節装置に関
する。本発明の本質への理解を促進するために、以下の実施形態及び実施例を図示して参
照し、同一物の記載のために特定の用語を用いる。しかしながら、これにより本発明の範
囲を限定する意図はないことを理解されたい。記載の実施形態への任意の置換及びさらな
る変更、並びに本願明細書に記載の本発明の原理を任意にさらに応用することは、本発明
が関係する当技術分野の通常の技能を有する者であれば想定の範囲内である。
【００１１】
　図１に、天然の椎間板Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３により分離された隣接する上方及び下方椎骨Ｖ
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１、Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４を図示した、脊椎１０の一部の側面図を示す。４つの椎骨の図は、
単に例示することを意図している。別の例としては、仙骨及び１つの椎骨がありうる。
【００１２】
　図２を参照して、さらなる例として、２つの椎骨を説明する。２つの椎骨は上方椎骨１
４及び下方椎骨１６を備える脊椎セグメント１２を形成する。椎間板形成術のいくつかの
タイプにおいては、２つの椎骨１４、１６の間に位置する天然の椎骨のいくつか又は全部
を、椎間板摘出術又は類似の外科的手順により除去することが要求される。これらの疾病
状態又は変性した椎間板の除去により、上方及び下方椎骨１４、１６の間に椎間空間Ｓが
生じる。図２には一般的に腰椎関節として脊椎関節１２を図示するが、本願明細書に開示
の装置、システム及び方法は、頚部及び胸部を含む脊椎の全領域に適用してもよいことも
理解されたい。
【００１３】
　従来の脊椎人工関節装置には、外科医が脊椎にアクセするために苦痛を伴い時には外傷
を与える処置を要求する、前方処置を用いて取り付けられるものもある。前方処置により
人工関節を取り付けると、傷つきやすい血管上に瘢痕組織を形成する場合がある。２回目
の処置が必要であれば、外科医には前回設置した人工関節にアクセスするために瘢痕組織
の除去が必要になる場合がある。このような細かい処置は患者にさらに苦痛を与えうる。
本願明細書に開示の椎間人工関節装置は後方処置を用いて取り付けることができるので、
従来の装置よりも有利な場合がある。従って、外科医は、脊椎の腹側にある重要器官にア
クセスしてこれを乱す必要がない。さらに、２回目の処置が必要になっても、傷つきやす
い血管から瘢痕組織を除去することなく、前回設置した人工関節への外科医のアクセスは
容易である。従って、処置は簡略化され、患者への苦痛を軽減しうる。
【００１４】
　後方埋植処置は、椎間関節又は突起の除去を含むことが多い。関節及び突起は靱帯又は
筋肉の接続場所として動作するため、これらを除去することは、関節運動の度合い又は範
囲を制御する関節の能力を制限することがある。従って、従来の後方処置により埋植され
る人工関節装置は関節運動を提供するが、総体的には制御不能な場合がある。筋肉及び靱
帯の除去により修復した関節は不安定化する場合がある。本願明細書に開示の椎間人工関
節装置は、関節運動の範囲を制限することにより、脊椎の安定化及び制御を向上させる。
【００１５】
　図３に、椎間板空間Ｓ内の人工椎間板１８と共に椎骨１４、１６の側面図を示す。椎間
板１８は椎骨１４の椎骨１６に対する関節運動を可能にし、脊椎関節に動きを提供する。
椎間板Ｄ１～Ｄ４等のいずれかのように、天然の椎間板に類似した様式で椎間板空間の高
さに適合する寸法を有することで、人工椎間板１８は椎骨に対する支持及び安定性を提供
する。
【００１６】
　図４～８に、人工椎間板１８の少なくとも一部を示すいくつかの図が示されている。図
４は椎骨１６上に位置する人工椎間板１８の上面図であり、図５は椎骨１４、１６上に位
置する人工椎間板１８を示すが、人工椎間板１８の内部の特徴を示すために椎骨は分離さ
れている。図４を参照すると、人工椎間板１８は、相互に協動して天然の椎間板に置き換
わる、左人工関節装置２０及び右人工関節装置２１を含む一対の人工関節装置を備えるこ
とができる。人工椎間板１８は１以上の人工関節装置を備えてもよいと考えられる一方で
、以下の説明においては、基本的に左人工関節装置２０のみに対して記載するものとする
。人工椎間板１８の右人工関節装置２１は構造及び機能において実質的に左人工関節装置
２０に類似しているので、さらなる詳細については記載しない。
【００１７】
　図４～８を参照すると、人工関節装置２０は上方関節部２２及び下方関節部２４を備え
る。上方関節部２２は椎間板部２６、背面部２８、及び椎間板部２６と背面部２８との間
に延びる架橋部３０を備える。同様に、下方関節部２４は椎間板部３２、背面部３４、及
び椎間板部３２と背面部３４との間に延びる架橋部３６を備える。
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【００１８】
　上方及び下方関節部２２、２４は、コバルト／クロム合金、チタン合金、ニッケルチタ
ン合金、及び／又はステンレス鋼合金等の金属を含んでなる、任意の適切な生体適合性材
材料で形成してよい。酸化アルミニウムすなわちアルミナ、酸化ジルコニウムすなわちジ
ルコニア、成形粒状ダイヤモンド、及び／又は熱分解性カーボン等のセラミック材料も適
切でありうる。ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）又はカーボン強化されたＰＥＥ
Ｋ又はポリエーテルケトンケトン（ＰＥＫＫ）等のポリアリールエーテルケトン（ＰＥＡ
Ｋ）系、ポリスルホン、ポリエーテルイミド、ポリイミド、超高分子量ポリエチレン（Ｕ
ＨＭＷＰＥ）、及び／又は架橋したＵＨＭＷＰＥの任意の群を含んでなる、ポリマー材料
を用いてもよい。上方関節部２２及び下方関節部２４を含んでなる様々な部分は、金属上
に金属、セラミック上に金属、ポリマー上に金属、セラミック上にセラミック、ポリマー
上にセラミック、又はポリマー上にポリマーの構築が可能な種々の材料で形成してよい。
【００１９】
　図示の例示的な実施形態において、上方及び下方関節部２２、２４はそれぞれ、材料の
単一部品から一体的に形成又は成形される。他の実施形態において、上方及び下方関節部
２２、２４のいずれかの椎間板部、背面部及び架橋部のうちの１つ以上が、別個に形成さ
れて、１つ以上の他の部分に取り付けられてもよい。これらの実施形態における取り付け
は、例えばネジ結合、ボルト結合、又はラッチ結合を含んでなる当業界に公知の結合機構
を任意に用いて行ってもよい。これらの実施形態において、椎間板部、背面部及び架橋部
を異なる材料で形成してもよい。
【００２０】
　上方関節部２２の椎間板部２６は、骨接触面３８及び骨接触面３８の反対側に内面４４
を備えてもよい。第１の関節表面４２は内面４４の一部を形成してもよい。図示の実施形
態において、第１の関節表面４２は凹面である。同様に、下方関節部２４は、内面４８の
反対側に骨接触面４０を備え、第２の関節表面４６は内面４８の一部を形成して第１の関
節表面４２に嵌合するよう構成される。図示の実施形態において、第２の関節表面４６は
凸面である。第１及び第２の関節表面４２、４６は協動して、上方及び下方関節部２２、
２４の相対的な関節運動を可能にする関節ジョイントを形成することができる。この関節
運動は、上方椎骨１４の下方椎骨１６に対する関節運動を可能にすることができ、いくつ
かの実施形態において、天然の脊椎関節が提供するものと同様の動きを可能にしてもよい
。図示の実施形態において、第２の関節表面４６は第１の関節表面４２内で回転又は直動
しうる部分的な球面であり、ゆるく拘束されたボール及びソケット型のジョイントを形成
する。ボール及びソケット型のジョイントを示したが、第１及び第２の関節表面４２、４
６は、上方及び下方関節部２２、２４の一方が上方及び下方関節部２２、２４の他方に対
して相対的に運動できる任意の形状又はデザインでもよい。例えば、第１及び第２の関節
表面４２、４６は窪みと凹部、ボールと皿、又は他の形状の特徴を備えてもよい。
【００２１】
　図５に示すように、埋植の際に、椎間板部２６は上方椎骨１４の下面に沿って設置され
、椎間板部３２は下方椎骨１６の上面の上に設置されうる。しかしながら、当業者におい
ては、２つの椎間板部２６、３２はこのような構成に限定されずに異なった位置に配置さ
れてもよく、及び／又は本願明細書の図示とは異なる形状であってもよいことを理解すべ
きである。
【００２２】
　上方及び下方関節部２２、２４の骨接触面３８、４０は、埋植された人工関節装置２０
の定着を強化する特徴又は被覆を備えてもよい。例えば、骨接触面３８、４０は化学エッ
チング、ビードブラスト、サンディング、研削、鋸歯加工、及び／又はダイヤモンド切削
等により粗面化してもよい。上方及び下方関節部２２、２４の骨接触面３８、４０の全体
又は一部を、骨の成長及び定着を促進するヒドロキシアパタイト（ＨＡ）、リン酸三カル
シウム（ＴＣＰ）及び／又は炭酸カルシウム等の生体適合性かつ骨伝導性の材料で被覆し
てもよい。あるいは、形質転換成長因子（ＴＧＦ）βスーパーファミリー由来タンパク、
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又はＢＭＰ２又はＢＭＰ７等の骨形成タンパク等の骨伝導性材料を用いてもよい。他の適
切な特徴には、スパイク、隆起、及び／又は他の表面模様を含んでもよい。
【００２３】
　例示的な実施形態において、任意の上方及び下方骨コネクタ５０、５２が骨接続面３８
、４０上にそれぞれ形成される。これらの骨コネクタ５０、５２は、上方及び下方関節部
２２、２４の定位置固定を補助するように上方椎骨及び下方椎骨１４、１６に向かって延
びる。図示の例においては、骨コネクタ５０、５２は、脊椎エンドプレート内に形成され
る刻み又は溝内に向かって延びるよう構成されるキールである。実質的に上方及び下方関
節部の長さに沿って延長びるように示してあるが、骨コネクタ５０、５２は任意の長さで
あってよく、図示のものよりも短くても長くてもよく、さらに何らかの他の方向性を有し
てもよく、図示にはない特徴を有してもよい。例えば、いくつかの実施形態において、骨
コネクタは、人工関節装置２０の定位置固定を補助する一連の隆起、凸部、又は他の表面
の特徴である。
【００２４】
　図示の実施形態において、上方関節部２２は椎骨１４に付着するためのさらなる特徴も
備える。例えば、上方関節部２２は、スクリュー等の骨結合具５６（図３及び図４に図示
）を受容するよう構成される接続穴５４（図６及び図７に最もよく図示）を備える。接続
穴５４は、骨結合具５６が穴５４を通じて椎骨１４の椎体の後部に進入するよう、椎間板
部２６の後部に隣接配置できる。他の実施形態において、接続穴５４は、穴５４内の骨結
合具５６が人工関節装置２０の定位置保持を補助する限りにおいて、他の場所に配置され
てもよい。図示の実施形態において、下方関節部２４は接続穴を備えない。しかしながら
、他の実施形態においては、１以上の接続穴が備えられてもよい。
【００２５】
　架橋部３０、３６は、それぞれ、椎間板部２６、３２から後方に延びる。図示の実施形
態において、架橋部３０、３６は、実質的に人工関節装置２０の縦中心線５８（図７）に
沿って延びる。他の実施形態において、架橋部は椎間板部の縦中心線に配列しないが、屈
曲又は折れ曲がり、縦中心線から離れる。
【００２６】
　背面部２８、３４は架橋部３０、３６の端部に配置することができ、椎骨１４、１６の
突起に隣接して適合するよう構成してもよい。下方関節部２４の背面部３４は、架橋端部
６２及び尾端６４を有する支柱６０を備えてもよい。支柱６０は全体的に脊柱に沿った方
向に延びるよう構成してもよい。
【００２７】
　支柱６０の架橋端部６２は架橋部３６に接続できる。図の例においては、支柱６０の架
橋端部６２は架橋部３６の屈曲により形成され、架橋部３６の高さ以下に沈み込む凹部６
５を備える。支柱６０は、支柱６０の尾端６４が架橋部３６よりも高い位置に配置される
よう、上方に延びるようにすることができる。尾端６４は上方及び下方関節部２２、２４
の間の関節運動の範囲を制限するよう構成される運動停止部６６を備えてもよい。図示の
実施形態において、運動停止部６６は上方関節部２２と協動するよう構成される長さを有
する支柱６６内の屈曲であり、上方及び下方関節部２２、２４の関節運動の可能な範囲を
制限する。支柱６０は架橋部６２と尾端６４との間に延びる直線部を備えてもよい。１つ
の例示的な実施形態において、支柱６０は凸面の関節表面４６の湾曲と同心の曲面を備え
てもよい。
【００２８】
　上方関節部２２の背面部２８は、その内部に形成される穴７０であって下方関節部２４
の支柱６０を受容するよう構成される穴７０を有するタブ６８を備える。図示の実施形態
において、穴７０は、尾端６４の長さに満たない幅Ｗを有する長方形形状の穴（図７）で
ある。タブ６８の一部は、支柱６６上の運動停止部６６と協動するよう構成される運動停
止部６９を形成する。従って、上方及び下方関節部２２、２４が図６に示すように組み立
てられると、運動停止部６６及び運動停止部６９は協動して人工関節装置２０の関節運動
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の範囲を制限する。さらに、穴７０は、関節運動面４２、４６が嵌合するときに支柱６０
が穴７０を通じて延び、この範囲内で関節運動が自由に生じるように構成される。
【００２９】
　運動停止部６６を形成する尾端６４の屈曲のために、上方及び下方関節部２２、２４は
図２の椎間板空間Ｓの外に組み立てられるように構成される。例えば、上方関節部２２は
、上方及び下方関節部２２、２４が椎間板空間Ｓの外側にあるときに、下方関節部２４の
上に位置する場合がある。さらに、上方及び下方関節部２２、２４は椎間板空間Ｓ内では
分解が困難な場合がある。そのため、埋植後に上方及び下方関節部２２、２４の不整合が
発生する機会は、実質的には消滅する。さらに、支柱６０及び穴７０は、上方及び下方関
節部２２、２４の一方の、上方及び下方関節部２２、２４の他方の回りの軸回転を減少さ
せる。従って、ボールソケット型のジョイントを形成するにもかかわらず、上方及び下方
関節部２２、２４は、穴７０及び支柱６０の寸法により軸回転が制限されるように、互い
に結束される。
【００３０】
　図４及び図７は、人工関節装置２０の上面図である。これらの図示から明らかなように
、支柱６０及び穴７０は縦中心線５８に沿って位置合わせされる一方、回転もする。従っ
て、尾端６４は回転して縦中心線５８からオフセットした方向に向けられる。同様に長方
形又は正方形の穴７０は尾端６４の角度と適合するよう傾けられる。図示の実施形態にお
いては、下方関節部２４の架橋部３６ではなく、下方関節部２４の背面部３４に角度が形
成される。図４に最もよく示されるように、この角度は、架橋部及び椎間板部がある角度
では椎間空間Ｓ内に延びるが、尾端は実質的に後方に延びるようにされており、人工関節
装置２０を椎間空間Ｓ内に適合させる補助になりうる。図４に示すように、右人工関節装
置２１は、類似の角度付き背面端部を備えるが、左人工関節装置２０とは反対方向に角度
付けられる。いくつかの実施形態において、背面部には全く角度付けされず、他には、架
橋部が角度付けられるか向きを向けられる。
【００３１】
　図８ａ～図８ｃに、関節運動する人工関節装置２０の関節運動の範囲の一例を示す。図
８ａには第１の限界まで関節運動した人工関節装置２０を示し、図８ｂには中心位置に関
節運動した人工関節装置２０を示し、図８ｃには第２の制限まで関節運動した人工関節装
置２０を示す。図８ａの第１の限界において、上方関節部２２の背面部３４の上の運動停
止部６９は下方関節部２４の運動停止部６６と接触する。従って、人工関節装置２０の屈
曲／伸長及び／又はねじれ関節運動の範囲は運動停止部６６、６９に許容される量に制限
される。図８ｂに、実質的に中心位置に関節運動した人工関節装置２０を示し、穴７０は
支柱６０のほぼ中央領域に配置される。図８ｃに、第２の限界まで関節運動した人工関節
装置２０を示す。第２の限界においては、架橋部３０、３６は上方及び下方関節部２２、
２４の間で関節運動を制限する運動停止部として作用する。図示の例において、図８ａ～
図８ｃに表す運動範囲の全体は約４５°とすることができる。しかしながら、運動範囲は
運動停止部により制御されるので、これ以下でも以上でもありうる。
【００３２】
　図９に、関節運動装置の他の実施形態を示す。図９においては、バイアス部材７２が支
柱６０の周囲に配置される。上述の説明のように、後方処置においては椎骨を支える筋肉
及び靱帯は椎間関節から外され、椎間関節は除去されることができる。従って、関節運動
装置の埋植により、運動範囲内においては制約のない運動が可能になる場合がある。好ま
しくない運動範囲を制限するために、図９のバイアス部材７２は人工関節装置２０を中間
位置等の好ましい位置に偏移させてもよい。従って、健康な椎間板の関節運動を制御する
筋肉又は靱帯のいくらか又は全体が除去されるにも関わらず、バイアス部材７２は、関節
運動を制御する、安定化する力を提供しうる。一実施形態において、バイアス部材７２は
、上方関節部２２の背面部２８の上方及び下方の両方の支柱６０の周囲に配置される、１
以上のバネである。これは屈曲及び伸長の両方に制動をもたらしうる。別の実施形態にお
いて、バイアス部材はエラストマー部材である。さらに他の実施形態において、バイアス
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部材は、例えば摩擦素材、伸長可能バンド、又はウレタンバンパ等のバンパでもよい。い
くつかの実施形態において、上方関節部２２の上方及び下方の両方に配置する代わりに、
バイアス部材７２は上方関節部２２の背面部２８の上方のみ又は下方のみに配置してもよ
い。他の実施形態において、バイアス部材は架橋部３０、３６の上等の他の場所に配置し
てもよい。さらに他の実施形態において、バイアス部材は関節運動装置にいくらかのねじ
れ抵抗を提供してもよい。
【００３３】
　図１０～図１６に、人工関節装置１００の実施形態を示す。人工関節装置１００は、上
述の人工関節装置２０に類似する多くの特徴を有してもよい。これらの特徴の記載は明細
書中では詳細を繰り返さない。人工関節装置１００は、上方関節部１０２及び下方関節部
１０４を備え、それぞれは椎間板部１０６、１０８を各々有する。椎間板部１０６、１０
８は縦中心線１０９を画定する。上方関節部１０２上の第１の接続穴１１０は、実質的に
人工関節装置１００の縦中心線１０９（図１２）と整列する方向に、スクリュー等の骨結
合具１１２の導入を許容するよう構成され、これにより骨結合具１１２及び縦中心線１０
９は実質的に同一平面内にそろう。同様に、下方関節部１０４上の第２の接続穴１１４は
、実質的に人工関節装置１００の縦中心線１０９と整列する方向に、骨結合具１１６の導
入を許容するよう構成され、これにより骨結合具１１６及び縦中心線１０９は実質的に同
一平面内にそろう。
【００３４】
　通常の人工椎間板においては、縦中心線からオフセットしたある角度で任意のスクリュ
ーが骨の中に進入する。スクリューが締められ、装置を骨から引っ張ると、装置は移動さ
れ、当初の設定位置から動くことが可能になる。位置ずれがスクリュー方向に生じること
がしばしばある。従って、スクリュー方向が装置の縦中心線からオフセットすると、骨の
中に進入するときに、縦中心線からオフセットした方向にスクリューが装置を位置ずれさ
せることがしばしばある。この移動は、上部および下部の関節部の間に配置の食い違いを
生じうる。
【００３５】
　定位置固定を補助するために、人工関節装置１００は第１及び第２接続穴１１０、１１
４がそれぞれの結合具１１２、１１６に整列するよう構成され、これにより縦中心線１０
９及び結合具１１２、１１６は実質的に同一平面内にそろう。従って、結合具１１２、１
１６が人工関節装置１００を骨に対して強固に引くとき、人工関節装置１００のその位置
からの移動又は位置ずれは縦中心線の方向である。従って、人工関節装置１００はよりよ
く整列することになり、実際の所望の場所により近く置かれうる。
【００３６】
　人工関節装置１００は、椎間空間Ｓの右側又は左側のいずれかに適合する多用途にデザ
インされる。従って、外科医は人工関節装置１００が左の装置なのか右の装置なのかを決
定する必要はない。これにより外科処置が単純化し、過誤の機会は低減する。さらに単一
の人工関節装置を右側及び左側の両方に用いうるので、必要なデザインは２つではなく１
つのみであり、製造コストを削減して単純化しうる。しかしながら、左又は右位置のいず
れかでの使用のためにデザインされた装置等の対称な装置について、又は左及び右位置の
うちの１つでの使用のためにデザインされた装置等の非対称な装置について、開示の特徴
が含まれてもよい。
【００３７】
　上述の人工関節装置２０のように、図１０～図１５の人工関節装置１００は、上方に延
びる支柱１２０を有する下方関節部１０４の背面部１１８を備える。支柱１２０は中心線
１０９に沿って配置され、関節運動の範囲を制限するために上方関節部１０２の背面部１
２４と協動する運動停止部１２２を備える。この実施形態において、支柱１２０は上方関
節部１０２の第１の接続穴１１０へのアクセスを提供し該支柱１２０を貫通して延びる穴
１２６を備える。図１５に示すように、第２の接続穴１１４は支柱１２０の下方部分に配
置されるので、背中側から容易にアクセスしうる。
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【００３８】
　上方関節部１０２の背面部１２４は第１の延長アーム１２８及び第２の延長アーム１３
０を備える。アーム１２８、１３０は支柱１２０の周囲に延びるので、支柱は両方向への
側方移動及び中心線１０９からの位置ずれを制約される。支柱１２０に隣接して、アーム
１２８、１３０は支柱１２０上の運動停止部１２２と接触するよう構成される運動停止部
１３２を備える。上述の人工関節装置２０とは異なり、人工関節装置１００のアーム１２
８、１３０は支柱が貫通する閉じた穴を形成するようには接続されていない。その代わり
に、運動停止部１３２を有するアーム１３２はギャップ１３４を中心に残したまま接続は
しない。図１５に示すように、人工関節装置１００の上方関節部１０２の背面部のギャッ
プ１３４は支柱１２０の穴１２６と位置合わせされ、人工関節装置１００の上方関節部１
０２の接続穴１１０へのアクセスを提供する。
【００３９】
　図１１を参照すると、下方関節部１０４に第２の接続穴１１４を形成してもよく、これ
は支柱１２０の第１端部に形成してもよい。従って、第１及び第２の接続穴１１０、１１
４は水平には位置合わせされず、水平にオフセットされる。上方接続穴１１０は、結合具
１１２が椎骨１４の腹側アーチの後方に入るよう配置される。下方接続穴１１４は、結合
具１１６が下方の椎骨１６の椎弓根に入り腹側アーチ内を通過するよう配置される。他の
実施形態において、接続穴１１０、１１４は水平に位置合わせされ、さらに他の実施形態
において、接続穴１１４は支柱１２０と関節部とに近接する又は支柱１２０と関節部との
間の任意の位置に配置されてもよいことに注意されたい。図１６に、人工椎間ジョイント
１００’を参照して、この一実施形態を示す。人工椎間ジョイント１００に関して説明す
る全ての特徴を、人工椎間ジョイント１００’に適用してもよい。
【００４０】
　人工椎間ジョイント１００は、後述のように椎骨１４、１６の間に取り付けてもよい。
取り付けは左人工関節装置２０に関して記載するが、右人工関節装置２１を同様の手法で
取り付けてもよいことを理解されたい。さらに、人工関節装置１００も同様の手法で取り
付けてもよいことを理解されたい。一般的に、上述のように、人口椎間関節装置２０は、
公知の経椎間孔腰椎椎体間固定術（ＴＬＩＦ）又は後方腰椎椎体間固定術（ＰＬＩＦ）処
置と同様の後方経椎間孔進入法を用いて体内に埋植してもよい。ＰＬＩＦ法によるアプロ
ーチは一般的により医学的であり、椎間空間にアクセスするための神経根及び硬膜の横断
をより低減する信頼性がある。ＴＬＩＦ法によるアプローチは通常はより遠回しであり、
存在する神経根をより少なくし、横断する構造物をより少なくして硬膜外の出血を低下さ
せる必要がある。遠方からの側方アプローチを用いた内部空間へのアクセスも可能である
。いくつかの例においては、椎間関節（facet）を切除せずに遠方側方アプローチを介し
た内部空間へのアクセスも可能である。
　さらに、腰筋を通る直接側方アプローチも知られている。このアプローチでは背面側の
神経要素を完全に回避できる。人工関節装置２０、１００はこれらの一般的なアプローチ
を利用しうると予想される。
【００４１】
　これらのアプローチのうちの少なくとも１つに従って、患者の背中に正中切開等の切開
を実施してもよく、傷んだ椎間板および周囲組織のいくつか又は全体を切開穴を介して除
去してもよい。椎骨１４の上方端板表面は、上方関節部２２の骨接触面３８の輪郭と適合
させ、椎骨１４の上方端板表面への応力分布を正規化し、及び／又は骨の内殖に先立って
初期固定化するために、粉砕、ヤスリがけ、又は他の切除術を行ってもよい。椎骨１４の
端板を調整して平滑な表面としてもよく、又は骨接触面３８上の対応する特徴と適合しう
るポケット、溝、又は他の曲面等の曲面の表面としてもよい。椎骨１６の下面端板は、神
経根及び背根神経節を回避しうる程度に下方関節部２４を受容するように、同様に調節し
てもよい。いくつかの実施形態において、椎骨１４、１６の天然の椎骨関節は背面構成部
分１２０の余地を作るために切削又は除去してもよい。
【００４２】
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　次いで、人工関節装置２０の上方及び下方関節部２２、２４を、支柱６０が穴７０を通
じて延びる方向に向けることができる。又は、人工関節装置１００に関して、支柱１２０
が２つのアーム１２８、１３０の間に延長するようにする。次いで上方及び下方関節装置
を同時に経椎間孔法の開口部に導入し、上方及び下方椎骨の間の適切な椎間板空間に設置
する。いくつかの手法において、支柱及び孔（又は支柱及びアーム）の実態はコンパクト
であるため、カニューレを通じて上方及び下方関節部を導入してもよい。部品をモジュー
ル化すれば、人工関節装置は一度に埋植する部品とすることができ、上方及び下方関節部
の背面部は最後に導入される。架橋部３０，３６は椎間板部２６、３２から背面側の方向
に、及び椎間板空間Ｓから背面側の方向に延びるようにしてもよい。背面部２８、３４は
椎間板空間の背面方向に配置され、天然の椎間関節の機能に置き換わるかこれを補う。
　人工関節装置２０を参照すると、結合具５６は上方椎骨１４への接続穴５８を通じて挿
入してもよい。人工関節装置１００を参照すると、結合具１１２は、背面部のギャップ１
３４及び穴１２６を通じ、穴１１０を通じて上方椎骨１４内に導入してもよい。同様に、
結合具１１６は、下方関節部１０４の背面部１１８の接続穴１１４を通じて、椎骨１６の
椎弓根等の隣接する骨に挿入してもよい。
【００４３】
　取り付けられると、関節表面４２、４６により生じるボールソケット型ジョイントは相
対的に安定であり、自動センタリングしうる。前方ジョイント及び背面接続（支柱と穴の
接続により形成）により、人工関節装置２０はせん断力、特に前後方向の力に抵抗する。
さらに円柱状の本体１４、１６により画定する縦中心線回りの回転運動は、支柱及び穴の
接続における制約と２つの人工関節装置２０、２１がもたらす組み合わせの制約との両者
により制限されうる。
【００４４】
　前方ジョイントと支柱及び穴の接続の頑強かつ寛容な構造により、人工関節装置２０、
２１の配置には整列ミスや軽度の不正確さが許容される。例えば、関節ジョイントのボー
ルソケット構造は、ある量の構成部品間の配列ミスを許容する。支柱及び穴の連携は、人
工関節装置２０、２１の間に平行の配列ミス及び／又は前後方向の配列ミスにも順応しう
る。いくつかの実施形態において、一側に単一の人工関節装置を埋植してもよく、他にお
いては右及び左側の装置を構成する２つの装置を埋植してもよい。さらに他の実施形態に
おいて、関節運動を提供する上方及び下方関節部のみに替えて、３個の関節運動する板を
用いてもよい。この実施形態において、第３の関節運動する構成部分を、関節運動を提供
するために上方及び下方関節部の間に配置してもよい。
【００４５】
　上述においては数個の実施形態のみを詳細に記載したが、当業者であれば本開示の新規
な教示及び利益から実質的に離れることなく、例示の実施形態に可能な多くの変更がある
ことを直ちに考慮するであろう。従ってそのような変更及び置換も、特許請求の範囲にて
定義される本発明の範囲に含まれることを意図している。当業者であれば、そのような変
更及び等価物の構成又は方法は本発明の開示の精神及び範囲から離れることがないこと、
及びそれらは本発明の開示の精神及び範囲を離れることなく本願明細書の種々の変更、置
き換え、及び置換がありうることも理解すべきである。「水平」、「垂直」、「上部」「
上方」「下方」「底部」、「左」、「右」、「頭部」、「尾部」、「上方」及び「下方」
等の全ての空間的な言及は例示の目的のみのためであり、開示の範囲内において変化しう
ることは理解されたい。特許請求の範囲、ミーンズプラスファンクション節は、列挙の機
能の実施として本願明細書に記載の要素、及び構造的な等価物のみではなく等価な要素を
もカバーすることを意図している。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】脊柱の一部を示す側面図である。
【図２】椎間空間を画定する２つの隣接する椎体の側面図である。
【図３】隣接する椎体の間に配置される椎間人工関節装置を示す図である。
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【図４】下方椎体上の椎間人工関節装置の上面図を示す。
【図５】椎体の間の椎間人工関節装置の内部の特徴を示す図である。
【図６】椎間人工関節装置を示す図である。
【図７】椎間人工関節装置を示す図である。
【図８】椎間人工関節装置を示す図である。
【図９】バイアス部を含む椎間人工関節装置を示す図である。
【図１０】別の態様に係る椎間人工関節装置を示す図である。
【図１１】別の態様に係る椎間人工関節装置を示す図である。
【図１２】別の態様に係る椎間人工関節装置を示す図である。
【図１３】２つの隣接する椎体の間に配置される、図１０～１２の椎間人工関節装置を示
す図である。
【図１４】２つの隣接する椎体の間に配置される、図１０～１２の椎間人工関節装置を示
す図である。
【図１５】２つの隣接する椎体の間に配置される、図１０～１２の椎間人工関節装置を示
す図である。
【図１６】図１０～１２に示した装置の別の態様に係る椎間人工関節装置を示す図である
。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８ａ】

【図８ｂ】

【図８ｃ】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】
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